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貴殿から令和2年6月 22 目付けで告訴のあった次の被疑事件は,下記のとお

り,処分したので通知します。

記 Dエ

1被 疑 者 鈴木 通夫,小林 時雄,鈴木 政治,石井 恵子

2 罪 名 名誉毀損/

3 事件番号 令和2年検第1292, 1293, 1294, 1295号

4 処分年月日 令和2年I/月ブ0日

5 処分区分 不起訴



様式第1 19号(刑訴法第261条,規程第76条)

今 井

ユ0之0 /⊇ユう塾緩璧

不起訴処分理由告知書

令和2年12月⊥上目

仁
工
∵

一「こきふさ二手
しこ二十㌢†こ二㌧

詳言高上
_
イ
〇
番
重
覇
○
車
-
き
i
京
-
く
つ
」
急

貴殿の請求により下記のとおり告知します。

記 D工

貴殿から令和2年6月22目付けで告訴のあった 鈴木通夫,小林時雄,鈴木政治,石

井恵子 に対する 名誉毀損 被疑事件の不起訴処分の理由は,次のとおりです。

(不起訴処分の理由)

罪とならず

令和2年検第1292ないし1295号 
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